
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○○○○○ 管理組合 御中 

2010年 1月 1日以降保険始期用 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

拝啓  時下益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。弊社業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御

礼申し上げます。 

  さて、共同住宅である分譲マンションの維持・管理は「建物の区分所有等に関する法律」で共用部分と専有部分に

区分されており、共用部分の罹災の際には、区分所有者全員が共用部分持分割合に応じて復旧費用を負担しなければ

なりません。事故の形態によっては、そのご負担が非常に巨額になることが想定され、マンション管理組合のみなさ

まにおかれましては、リスク対応策に諸々ご腐心のこととご推察申し上げます。 

そこで弊社では、分譲マンションの共用部分に関わるさまざまなリスクを総合的に補償するマンション管理安心保

険（管理組合用火災総合保険）をご提案申し上げます。本商品は、充実した基本補償で、さまざまな損害からみなさ

まをお守りします。 また、損害保険金としてお支払いする損害額の算出は、再調達価額（同等の物を新たに建築また

は購入するのに必要な金額）を基準に行いますので、万が一の際にも安心です。さらに、補償内容が５つの基本補償

プランから選択することができるだけでなく、修繕費用の積立を両立できる「積立型」も選択することができます。 

つきましては、何卒ご検討のうえ、ご用命賜りますようお願い申し上げます。                          
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Ⅰ．“補償に応じた”保険料 

Ⅲ．補償型・積立型の２タイプ 

Ⅱ．各種オプション特約 

お客さまのご予算と補償内容に合わせた 

保険設計が可能です 

保険料負担の少ない「補償型」と、修繕費

用の積立が両立できる「積立型」をご用意

しています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 火災、落雷、 

破裂・爆発 
風災・雹（ひょう）

災・雪災 
 

水災 
＊地盤面より 45cm
を超える浸水を含

みます 

建物外部からの 
物体の落下・飛 
来・衝突 等 

給排水設備の事

故等による水濡

れ 

騒擾（じょう）・
集団行動等によ
る破壊行為 等 
 

盗難 不測かつ突発的
な事故（破損・
汚損等） 
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火災、落雷、破裂・爆発限定特約セット 

水災対象外特約・不測かつ突発的な事故対象外特約セット 

不測かつ突発的な事故対象外特約セット

水災対象外特約セット 



 
 
 

 

 

 

ご注意！ 
矢印は上記の損害に

対するお支払いする

費用保険金のイメー

ジです。 
詳細は管理組合用火

災総合保険パンフレ

ット等をご参照くだ

さい。 

 

実費（1回の事故につき 30 万円限度） 

（注１） 再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築するのに必要な金額をいいます。 
（注２） 免責金額とはお支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担とな

ります。 
（注３） 「免責金額超過時損害補償特約」をセットすることにより、損害額が１万円を超える場合には、１万円を控除せずに損害保険金

をお支払いすることもできます。 

破損 火災 騒擾
じょう

 水濡れ 衝突 風雪 落雷 爆発 水災 盗難 

－４－ 

※各種費用保険金のうち、上記①、④、⑤についてはそれぞれ対象外とすることが可能です。 

実費（保険期間を通じて＜長期契約においては契約年度ごとに）100万円限度 

損害保険金×30%（1回の事故につき１世帯あたり 100万円限度です。） 

実費（損害保険金×10%限度） 

実費 

実費（1回の事故につき・敷地内ごとに 100万円限度） 

実費（保険金額×30%または 1000万円のいずれか低い額限度） 



 

「個人賠償責任包括特約」をご契約の場合、その特約にお

ける賠償事故の際に、相手方との面倒な示談交渉を当社が

お手伝いします。 
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  立体駐車場・エレベーター等建物付属設備の電気的・機械的事故による損
害に対して保険金をお支払いします。 

建物付属機械設備等電気的機械的事故補償特約 

 
 
 
  
 共用部分の所有・使用・管理に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然
な事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによ

って被る損害に対して保険金をお支払いします。 
※エレベーター・エスカレーターの設置がある場合には自動的にセットさ

れます。 

エレベーター・エスカ 
レーター賠償責任特約※ 施設賠償責任特約 

 
 
 
  申込書記載の建物の居住用戸室の所有・使用・管理または日常生活に
起因する偶然な事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負

担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 

個人賠償責任包括特約 



 
 

         ＜建物の共用部分＞                     ＜管理規約で規定される共用部分＞ 
玄関ホール、廊下、階段、電気室、機械室、        管理員室、管理用倉庫、集会室、トランクル 
バルコニー、ベランダなどの専有部分以外の        ―ム、倉庫など 
部分など                                        
 
   ＜建物に直接付属する設備＞                       ＜建物に直接付属しない設備＞ 
エレベーター設備、電気設備、給排水設備           駐車場設備（機械式駐車場を含みます）、自 
避雷設備、テレビ共同視聴設備など                 転車置場、外灯設備、フェンス、掲示板、 
                                                 塵芥集積所、消火栓など 

－６－ 

壁真基準とは… 
界壁、階層の中央部分（壁真および床の中心線）まで

の専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あ

るいは他人の専有部分であるとする基準。 

上塗基準とは… 
界壁、階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側

の上塗部分だけが専有部分であるとする基準。 

                      共用部分の範囲を決める基準として、「上塗基準」と「壁真基準」があります。 
「上塗基準」では、共用部分の範囲が広く、専有部分が狭くなります。ただし、「共用部分の範囲」については、最終的にはそれぞ

れの管理規約が最優先されます。 



 
 
 

お問い合わせは･･･ 
IBNホールディングス株式会社 
兵庫県加古川市加古川町溝之口 510-51 平成ビル 5F 
TEL 079-456-0880 FAX 079-456-0882 

  【地震保険の支払保険金】 

損害の程度 お支払いする保険金 

全  損 地震保険金額の１００％（時価額が限度） 

半  損 地震保険金額の  ５０％（時価額の５０％が限度） 

一部損 地震保険金額の    ５％（時価額の  ５％が限度） 

共用部分の地震保険のご契約金額は、各区分所有者単位に設定し、その合計地震保険金額を一括してご契約いただきます。 

 マンション共用部分建物のご契約金額  ×  共有持分割合  × 30～50％ ＝  各区分所有者の共用部分地震保険金額※    

※各区分所有者から現在個別にご契約の専有部分についての地震保険金額のお申し出が必要となります。 

各区分所有者とも専有部分の地震保険金額（ご契約金額）と合計して5,000万円以内に設定します。 

 各区分所有者の共用部分地震保険金額の合計   ＝  共用部分地震保険金額   

〈 ご契約の際のご注意 〉 
・一部の区分所有者の共用持ち分を除外し

て契約することもできます。 
・ご契約の場合は、申込書のほかに別途明

細書等が必要となる場合があります。 

各区分所有者の地震保険金額は … 
６億円×２％（共有持分割合）×５０％ ＝ ６００万円 
（注）各区分所有者とも専有部分と合計で５,０００万円以内かを確認！ 
合計地震保険金額は、  ６００万円 × ５０戸 ＝ ３億円 

区分所有者戸室数：５０戸    各共有持分割合  ：２％ 
共用部分火災保険金額：６億円  地震保険金額は主契約の５０％ 

－７－ 
2009.11改定 FTSS.618 

■この企画書は概要を記載したものです。詳しくは、「管理組合用火災総合保険（マンション管理安心保険）」パンフレットをご覧ください。 
なお、ご不明な点については、取扱代理店・営業社員までお問い合わせください。 

<東京本社>〒104-8122 東京都中央区銀座 2-12-18  <大阪本社>〒542-8567 大阪市中央区南船場 1-18-11
       TEL 03-3542-3911 （大代表）                    TEL 06-6271-2741（大代表）      


